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第１章 総則 

本書は、白石市（以下「本市」という。）が「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律」（平成 11年法律第 117号。以下「PFI法」という。）第７条に基づき、令和 5年 12月

20日に特定事業として選定した「（仮称）道の駅しろいし整備事業」（以下「本事業」という。）につ

いての募集・選定を行うにあたって、応募者を対象に交付する募集要項と一体のものである。 

本審査基準は、最優秀提案者を選定するにあたって、応募者のうち最も優れた提案を行った者を

客観的に評価・選定するための方法及び基準等を示し、応募者の行う提案に具体的な指針を与える

ものである。 

最優秀提案者の選定にあたっての審査は、公平性及び透明性を確保するとともに、客観的な評価

等を行うために設置している「（仮称）道の駅しろいし整備運営事業者選定委員会」（以下「審査会」

という。）において行う。 

 

 

第２章 審査の進め方 

１．評価の基本方針 

事業提案の評価においては、次に示す方針を重視するとともに、審査項目の各項目のバランスに

も配慮しつつ、総合的な評価を行う。 

 

＜評価の方針＞ 
・道の駅と防災公園（スポーツ・レクリエーション施設）を一体的に整備・運営する本事業の特性

を十分に踏まえ、効率的な施設整備、魅力的で良質なサービス提供の実現及び利用促進等が最大

限発揮できる提案を高く評価する。 

・本市らしいウエルビーイングの実現に向けて、農や食、運動を通じた健康増進や、多世代の交流

を促進し、本市内外の利用者が繰り返し施設を訪れ、長く滞在したくなるような取り組みの提案

を高く評価する。 

・本事業及び自主提案事業における取り組みにより、地域経済への還元や、本市中心市街地等との

連携による地域で稼ぐ仕組みの構築、地域資源・産品、地域人材、地域企業の活用など、地域経

済の活性化への貢献につながる提案を高く評価する。 

 

２．優先交渉権者の決定までの審査手順の概要 

審査は、以下の手順で実施する。 

 

（１）一次審査（資格書面審査） 

二次審査のための事業提案を行う応募者として適正な資格と本事業を遂行するにあたり必要な

能力を有するかを審査する。一次審査は、二次審査のための提案を提出できる有資格者を選定す

るためのものであり、一次審査の結果は二次審査に影響しない。 

 

（２）二次審査（提案審査） 

一次審査において参加資格を有すると認められた応募者からの提案内容を審査する。審査は「基

礎審査」と「総合審査」から構成される。 

「基礎審査」では、本市が求めた提案書類に不備が無いか否か、提案価格及び提案内容が募集

要項等に示す条件（要求水準書に示す形式的な条件等）を満たしているか否かを審査する。その

際、条件を満たすことができないと判断される場合は失格とする。 
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「総合審査」では、提案内容に対する技術審査及び価格審査により総合的に審査する。 

技術審査は、審査会が提案書類に記載された内容について審査を行い、審査項目ごとに点数を

付与する。その際、審査項目で 0 点の項目がある場合（ただし、自主提案事業（提案施設）に係

る項目は除く）、あるいは技術審査点が基準点（100点）を満たすことが出来なかった場合は失格

とする。 

価格審査は、審査会が提案価格に記載された金額について審査を行い、点数を付与する。 

   なお、「基礎審査」及び「総合審査」における失格については、審査会の決議を経るものとする。 

 

一次審査（資格書面審査）及び二次審査の基礎審査は本市が行うものとし、二次審査の総合審査

については、審査会が実施する。審査会は、本書の基準に基づいて提案内容の審査を行い、最優秀

提案者及び次点者を決定する。本市は、審査会による審査結果を踏まえ、優先交渉権者を決定する。 

 

（３）審査のフロー 

   審査の進め方は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

募集要項等の公表 

参加表明書及び参加資格審査申請書の提出 

提案価格及び提案書類の提出 

基礎審査 

総合審査 
ヒアリング 

（プレゼンテーション審査） 

・参加資格が確認できない場合 
失格 

失格 

・提案書類に不備がある場合 

・提案価格の上限を上回っている場合 

・募集要項等に示す条件を満たさない場合 

最優秀提案者及び次点者の決定 

優先交渉権者の決定 

失格 

・審査項目で 0点の項目 

がある場合 

・基準点を満たさない場合 

■一次審査（資格書面審査）  

参加資格の有無の確認 

■二次審査（提案審査）  

提案価格及び提案書類の審査 

技術審査 価格審査 
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第３章  総合審査について 

 

１．総合審査の配点 

総合審査は、技術審査及び価格審査により実施することとし、その配点及び得点化の方法につい 

ては、本市が本事業に対して民間の創意工夫を期待する度合いを勘案して設定したものである。 

審査項目及び配点は以下のとおりとする。 

 

審査項目 配点 

技術審査 170点 

１．事業計画に関する事項  40点 

（１）事業目的・コンセプト等の理解度 10点 

（２）道の駅と防災公園の一体的な整備・運営 10点 

（３）事業の実現性・安全性（収支・資金計画等） 10点 

（４）事業の実施体制・リスク管理 10点 

２．道の駅の設計や建設業務に関する事項 30点 

（１）景観・デザイン、安全性や使いやすさ、施工や品質 10点 

（２）集客性や持続性 10点 

（３）防災や環境への配慮 10点 

３．道の駅の運営や維持管理業務に関する事項  35点 

（１）質の高い魅力的なサービスの提供 10点 

(２) 地域活性化に向けた取組み、創意工夫、提案等  20点 

 

➀物品販売施設、飲食施設 (10) 

②観光案内、子育て支援施設 （5） 

③提案施設 （5） 

（３）維持管理業務 5点 

４．防災公園（スポーツ・レクリエーション施設）の設計や建設業務に関する事項 30点 

（１）景観・デザイン、安全性や使いやすさ、施工や品質 10点 

（２）集客性や持続性 10点 

（３）防災や環境への配慮 10点 

５．防災公園（スポーツ・レクリエーション施設）の運営や維持管理業務に関する事項  35点 

（１）質の高い先導的・独創的なサービスの提供 10点 

（２）基本ゾーンに関する提案 5点 

（３）ゾーンに寄らず配置するエリア・施設に関する提案 5点 

（４）自主提案事業（提案施設） 10点 

（５）維持管理業務 5点 

価格審査 30点 

 計 200点 
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２．総合審査の方法 

（１）本事業においては、事業提案の内容に関する「技術審査点」と事業全体の価格に関する「価格審査点」

による審査を行う。 

（２）技術審査点は、各選定委員の評価結果を点数化し、平均値を取るものとする。なお、技術審査点にお

ける平均値の有効点数は、小数点以下第 3位を四捨五入し、小数点以下第２位までとする。 

（３）価格審査点は、小数点以下第 3位を四捨五入し、小数点以下第２位までとする。 

（４）技術審査点と価格審査点の和を総合審査点とし、一番高い得点を得た者を最優秀提案者とする。 

（５）一番高い得点を得た者が複数いる場合は、技術審査点が最も高い者を最優秀提案者とする。 

（６）一番高い得点を得た者が複数いる場合、かつ技術審査点が同点の場合は、くじにより最優秀提案者を

選定する。 

 

３．技術審査について 

 

（１）技術審査の審査項目及び配点 

技術審査の審査項目及び配点は、別紙「技術審査の審査項目及び配点」を参照すること。 

 

（２）審査項目の点数化方法 

技術審査は、別紙「技術審査の審査項目及び配点」に示す項目ごとに行い、次に示す４段階評

価により点数を付与する。なお、明らかに要求水準書の示す基準を満たしていないと認められる

項目がある場合は点数を付与せず、その項目は 0点とする。 

 

４．価格審査について 

  価格審査については、提案金額を以下の方法で点数化する。 

 

 

評価 判断基準 点数化方法 

Ａ 具体性のある特に優れた提案である 各項目の配点×1.00 

Ｂ 具体性のある優れた提案である 各項目の配点×0.75 

Ｃ 要求水準をわずかに上回る提案である 各項目の配点×0.50 

Ｄ 要求水準を満たす程度の提案である 各項目の配点×0.25 

 

価格審査点 ＝ 最低提案金額 ／ 当該提案金額 × 30点 
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別紙 技術審査の審査項目及び配点 

 

審査項目 審査の視点 配点 

１．事業計画に関する事項 40 

（１）事業目的・コンセ

プト等の理解度 

・本事業の背景や事業目的、コンセプトを十分に理解

しているか。コンセプトを踏まえた全体方針につい

て具体的な提案があるか。 

・本市らしいウエルビーイングの実現に向けて、食や

農の体験、運動を通じた健康増進や、多世代の交流

を促すような具体的な提案があるか。 

・日常的な利用に加え、周辺の地域資源と相乗効果を

もたらす、道の駅を核とした新しい滞在・体験型の

観光について具体的な提案があるか。 

・事業収益の地域経済への還元や、本市中心市街地と

の連携等による地域経済波及の導出、地域資源・産

品、地域人材、地域企業の活用など、地域経済活性

化に寄与する具体的な提案があるか。 

10 

（２）道の駅と防災公園

の一体的な整備・

運営 

・道の駅と防災公園（スポーツレクリエーション施

設）を一体的に整備・運営する本事業の特徴を踏ま

え、相乗効果をもたらす施設配置や、魅力的で良質

なサービス提供の実現に向けた具体的な提案がある

か。 

・利用者の長時間滞在やリピート利用を促す創意工夫

がなされているか。 

・本防災公園（スポーツレクリエーション施設）なら

ではの憩いの空間や農体験の場の創出、本市の新た

な魅力となるニュースポーツ等の施設整備・運営な

ど、道の駅の活性化や事業全体の魅力向上にも繋が

る具体的な提案があるか。 

10 

（３）事業の実現性・安

全性（収支・資金

計画等） 

・資本金の額、出資構成は適切か。 

・金融機関からの確約書、関心表明書等、資金調達の

確実性を示す根拠が示されているか。 

・事業期間中、予期せぬ事態の発生等に伴う緊急の資

金需要について適切な対応策が想定されているか。 

・事業期間を通して健全で安定した事業遂行を行うこ

とが可能な収支計画となっているか。 

・利用者数等需要・売上・経費等の見込みは妥当か。

また、妥当性を示す根拠が十分に示されているか。 

・利用減、コスト増等、収支が想定を下回った場合の

適切な対応策が想定されているか。 

10 
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（４）事業の実施体制・

リスク管理 

    

・代表企業、構成員、協力企業等の専門性や経験等を

活かした役割分担、人員配置、連携・協力・補完体

制、指揮命令系統等が提示されているか。 

・全体マネジメント業務等の実施に資する統括管理業

務責任者やマネジメント体制に係る提案があるか。 

・事業の円滑な継続ためのマネジメントやセルフモニ

タリングに係る具体的実施策が提案されているか。 

・市との連携、報告・連絡について、随時、迅速かつ

確実に実施できる方策が提案されているか。 

・本事業の特性を踏まえ、各事業リスクについて、具

体的かつ適切な管理方針、関係者（保険会社を含

む）間の分担、対応策等が提案されているか。 

10 
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審査項目 審査の視点 配点 

２．道の駅の設計や建設業務に関する事項 30 

（１）景観・デザイン、 

   安全性や 

使いやすさ、 

施工や品質 

＜景観・デザイン＞ 

・施設、外部空間及びその配置等の工夫により、利用

者の再訪や、長時間滞在を促す魅力的な建築・ラン

ドスケープデザインになっているか。 

・インターの出口、国道からの見え方、周辺の田園風

景等の眺望に十分配慮した計画となっているか。 

・「南東北のへそ」「県南の玄関口」である立地特性を

活かし、観光拠点や歴史・文化の発信拠点として、

周辺エリアのポテンシャルを高めつつ多くの人に親

しまれる外観となっているか。 

・内部及び外部仕上げについて、未来の世代にも優し

く安全な自然素材を採用した提案となっているか。 

＜安全性や使いやすさ＞ 

・当該施設に期待される機能（駐車場配置、アプロー 

チ、防災機能）の発揮に配慮した利用者にわかりや

すく利便性が高い計画となっているか。 

・高齢者や障がい者等を含むすべての人々が、安全安

心かつ快適に利用でき、ユニバーサルデザインにも

配慮した施設となっているか。 

・多様な利用者（子育て世帯の利用者、住民、観光客

など）の利用を想定し、各施設間の移動の利便性や

安全性を重視した動線計画が提案されているか。 

＜施工や品質＞ 

・整備を円滑に進める方策、市との連携、近隣への周

知、安全・品質の確保、騒音対策、ライフサイクル

コストの低減等について、具体的な提案があるか。 

・事業契約締結から施設引渡しまでの的確かつ具体的

な工程が示されており、確実に施設整備を実施でき

るスケジュールになっているか。 

10 

（２）集客性や持続性 

・事業コンセプトを踏まえた機能及び施設内容が提案

されているか。また防災公園（スポーツ・レクリエ

ーション施設）との相乗効果を見込めるような配置

計画となっているか。 

・物販販売や飲食等の施設は、農産品のブランド化・

PRなど地場産品消費の推進を図ることが期待でき、

その実現に相応しい魅力ある空間となっているか。 

10 
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・子育て支援施設や飲食施設等において、外部空間及

びその配置等の工夫により、施設内外の一体性を有

する魅力的な空間となっているか。 

・社会環境やニーズの変化、提供するサービスの変

化・改善等に柔軟に対応できるような継続性・成長

性のある施設計画となっているか。非日常における

イベント開催等多様なニーズに対応しうる施設計画

となっているか。 

・施設の維持管理のための清掃、保守、点検等を効率

的かつ安全に行うことができるよる配慮されている

か。 

（３）防災や環境への 

配慮 

・自然災害等の非常時において、本施設が担う地域防

災拠点機能が適切に発揮される施設配置・機能が提

案されているか。平常時から災害時への施設機能の

円滑なシフトにつき創意工夫がなされているか。 

・自然エネルギーの有効活用、省資源設備による水の

リサイクルの推進など、省エネ、再エネに取組むと

ともに、ランニングコスト削減にも配慮した提案と

なっているか。 

10 
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審査項目 審査の視点 配点 

３．道の駅の運営や維持管理業務に関する事項 35 

（１）質の高い魅力的な 

サービスの提供 

・施設利用者への高品質で利便性の高いサービスの提

供のための創意工夫がなされているか。 

・施設全体の利用促進や機能連携、防災公園（スポー

ツ・レクリエーション施設）との一体的な利用が期

待できる提案となっているか。 

・施設の目的や機能に即し、また施設利用者に配慮し

た施設開館日及び開館時間の提案となっているか。 

・中心市街地、白石城などの文化財や温泉地、その他

観光名所等の周辺地域との連携を促すサービスの提

案があるか。 

・白石市ならではの独創的かつ具体的なサービスの提

供についての提案があるか。 

・年間を通じて安定的な集客を図りつつ収益力を高め

る工夫について具体的な提案があるか。 

・地域住民が日常的に訪れやすい工夫や観光客の再訪

を促す魅力的なサービスの提供など、リピーターの

獲得が期待できる提案となっているか。 

・プロモーション活動の展開やイベントの開催等、積

極的な集客対策が提案されているか。 

・本施設を持続的・安定的に運営する上で十分な運営

体制となっているか。 

・利用者のニーズを施設運営に的確に反映させる取組

みについて提案されているか。 

・関係団体、市内各種関係団体等との連携等について

具体的な提案があるか。 

10 

（２） 

地域活性化

に向けた取

組み創意工

夫、提案等 

 

➀ 

物品販売施

設、飲食施

設 

＜物品販売施設＞ 

・販売する物品、運営業務の内容等に関する提案につ

いて、地域活性化や利用者増につながる創意工夫が

なされているか。 

・年間及び各時間帯を通じて、安定して市内及び県内

品を中心とした農水産物及び特産品・名産品等を販

売し得る提案となっているか。 

・市内の農産物等を活用した独自の商品開発や販売促

進を目的とした具体的な提案があるか。 

・物販・飲食事業における地域事業者や市民の参画に

配慮した提案がなされているか。 

10 



 

10 

・市の財政負担の軽減に寄与する納付金に関する提案

があるか。 

＜飲食施設＞ 

・施設規模、メニュー、食事の提供形態、運営体制・

内容等の提案について、地域活性化や本施設の利用

者増に資する創意工夫がなされているか。 

・高品質な本市の名物を使用した地産地消及び健康を

テーマとした食事メニューについて具体的な提案が

あるか。 

・市の財政負担の軽減に寄与する納付金に関する提案

があるか。 

② 

観光案内、 

子育て支援

施設 

＜観光案内＞ 

・道の駅の総合的な情報案内施設としての機能の発揮

や、本市の観光情報の効果的な発信・提供等につい

て本施設及び本市における集客増につながる具体的

な提案があるか。 

・本市や市内関係機関等と連携した地域情報発信業務

について具体的な提案があるか。 

＜子育て支援施設＞ 

・本市内の子育て世帯はもとより、本市外からも家族

連れが安心して集い、多くの利用者でにぎわう屋内

遊び場について具体的な提案があるか。 

 

5 

③ 

提案施設 

・道の駅の魅力向上や利用者の利便性向上、地域活性

化に寄与する独自の提案があるか。 

・本市の特性を踏まえた魅力的かつ独創的で、実現可

能な提案となっているか。 

・市の財政負担の軽減に寄与する納付金に関する提案

があるか。 

5 

（３）維持管理業務 

・各業務について、業務実施方法・内容が明確で、業

務の品質確保・維持について的確かつ計画的に遂行

することができる提案となっているか。 

・施設利用者が本施設を安全かつ快適に利用できるよ

うな提案となっているか。 

・業務体制について、総合的管理により施設全体で効

率よく業務を遂行し得る提案となっているか。 

・ライフサイクルコストの低減等について具体的な提

案があるか。 

・災害発生時の市との協力内容が具体的に提案されて

いるか。 

5 
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審査項目 審査の視点 配点 

４．防災公園（スポーツ・レクリエーション施設）の設計や建設業務に関する事項 30 

（１）景観・デザイン、 

   安全性や 

使いやすさ、 

施工や品質 

＜景観・デザイン＞ 

・事業区域全般に渡る景観のコンセプトをもって、建

築計画、植栽計画、照明計画等個別のデザインを行

い、全体として調和がとれた景観形成が図られてい

るか。 

・建築意匠や舗装などの工夫により道の駅と一体とな

る景観デザインとなっているか。 

・周辺の独立丘陵及び田園風景を取り入れる景観軸を

位置付けた視点上の配置、ゾーン間のシークエンス

を意識した連続性のある景観づくりについて提案が

あるか。 

・園路、広場などが適切に配置されているか。 

・公園全体で年間を通じて四季折々に緑が楽しめる植

栽計画となっているか。 

＜安全性や使いやすさ＞ 

・公共交通機関や自家用車など、想定されるすべての 

交通手段の利便性に配慮されているか。 

・歩行者の安全に配慮し、管理動線と園路の兼用をで 

きるだけ避ける計画となっているか。 

・園路、自動車専用道路を分離し、それぞれの利用者 

の安全が確保される計画となっているか。 

・屋内外ともに災害時の避難動線を確保し、利用者の 

安全を確保するとともに、緊急車両の動線や寄り付 

けに配慮された計画となっているか。 

・分かりやすい施設構成及び視認性に優れたサインを

適切に配置するなど、利用しやすい施設となってい

るか。 

＜施工や品質＞ 

・整備を円滑に進める方策、市との連携、近隣への周

知、安全・品質の確保、騒音対策、ライフサイクル

コストの低減等について、具体的な提案があるか。 

・事業契約締結から施設引渡しまでの具体的な工程が

示されており、確実に施設整備を実施できるスケジ

ュールになっているか。 

10 

（２）集客性や持続性 

・事業コンセプトを踏まえた機能及び施設内容が提案

されているか。また、道の駅との相乗効果を見込め

るような配置計画となっているか。 

10 



 

12 

・本事業地ならではの憩いの空間や農体験の場、本市

の新たな魅力となるニュースポーツ等の施設、子ど

もからお年寄りまでが健康づくりを楽しみ親子間や

多世代の交流を促す施設等が提案されているか。 

・防災公園（スポーツ・レクリエーション施設）の各

ゾーンや子どもの遊び場エリア等はその配置等の工

夫により、一体性を有する魅力的な空間となってい

るか。 

・社会環境やニーズの変化、提供するサービスの変

化・改善等に柔軟に対応できるような継続性・成長

性のある施設計画となっているか。非日常における

イベント開催等多様なニーズに対応しうる施設計画

となっているか。 

・施設の維持管理のための清掃、保守、点検等を効率

的かつ安全に行うことができるよる配慮されている

か。 

（３）防災や環境への 

配慮 

・防災機能の配置においては、防災機能配置方針に留

意した提案となっているか。 

・自然災害等の非常時において、本施設が担う地域防

災拠点機能が適切に発揮される施設配置・機能が提

案されているか。平常時から災害時への施設機能の

円滑なシフトについて創意工夫がなされているか。 

・自然エネルギーの有効活用、省資源設備による水の

リサイクルの推進など、省エネ、再エネに取組むと

ともに、ランニングコスト削減を配慮した提案とな

っているか。 

10 
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審査項目 審査の視点 配点 

５．防災公園（スポーツ・レクリエーション施設）の運営や維持管理に関する事項 35 

（１）質の高い先導的・ 

独創的なサービス 

の提供 

・施設利用者への高品質で利便性の高いサービスの提供

のための創意工夫がなされているか。 

・農業体験などの地形、景観や地域の特性を活かしたサ

ービスの提案があるか。 

・施設全体の利用促進や機能連携、道の駅との一体的な

利用が期待できる提案となっているか。 

・施設の目的や機能に即し、また施設利用者に配慮した

施設開館日及び開館時間の提案となっているか。 

・年間を通じて安定的な集客を図りつつ収益力を高める

工夫について具体的な提案があるか。 

・地域住民が日常的に訪れやすい工夫や観光客の再訪を

促す魅力的なサービスの提供など、リピーターの獲得

が期待できる提案となっているか。 

・プロモーション活動の展開やイベントの開催等、積極

的な集客対策が提案されているか。道の駅も含めた本

施設や本市への来訪者増に資する食や農をはじめとし

た本公園ならではの健康増進に資する体験型・滞在型

プログラム等、独創的かつ効果的な集客方策が提案さ

れているか。 

・本施設を持続的・安定的に運営する上で十分な運営体

制となっているか。 

・利用者のニーズを施設運営に的確に反映させる取組み

について提案されているか。 

・関係団体、市内各種関係団体等との連携等について具

体的な提案があるか。 

10 

（２）基本ゾーンに 

関する提案 

・広場やスポーツ施設の運営業務の内容等に関して具体

的な提案があるか。 

・ニュースポーツ施設の運営業務の内容等に関して具体

的な提案があるか。 

・年間及び各時間帯を通じて、安定した施設の稼働や集

客が可能な提案となっているか。 

・市の財政負担の軽減に寄与する納付金に関する提案が

あるか。 

5 
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（３）ゾーンに寄らず 

配置するエリア・ 

施設に関する提案 

・本市内の子育て世帯はもとより、本市外からも家族連

れが安心して集い、多くの利用者でにぎわう屋外遊び

場について具体的な提案があるか。 

・健康遊具や休憩施設の設置など、防災公園（スポー

ツ・レクリエーション施設）の魅力向上や利用者の利

便性向上に寄与する提案があるか。 

5 

（４）自主提案事業 

（提案施設） 

・防災公園（スポーツ・レクリエーション施設）の魅力

向上や利用者の利便性向上、地域活性化に寄与する独

自の提案があるか。 

・本事業及び本市の特性を踏まえた魅力的かつ独創的

で、実現可能な提案となっているか。 

・市の財政負担の軽減に寄与する納付金に関する提案が

あるか。 

10 

（５）維持管理業務 

・各業務について、業務実施方法・内容が明確で、業務

の品質確保・維持について的確かつ計画的に遂行する

ことができる提案となっているか。 

・施設利用者が本施設を安全かつ快適に利用できるよう

な提案となっているか。 

・業務体制について、総合的管理により施設全体が効率

よく業務を遂行し得る提案となっているか。 

・ライフサイクルコストの低減等について具体的な提案

があるか。 

・災害発生時の市との協力内容が具体的に提案されてい

るか。 

5 

 

 

 


